
 

三田市の景観に関する市民意識調査 

～調査ご協力のお願い～ 

 

市民の皆さまには、日頃より市政にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

さて、本市では、より良い景観を守り、育てていくための景観施策を検討しています。 

そこで、市民の皆さまが、普段、街なみや風景についてどのようにお感じになっているかをお伺

いし、施策の立案に役立てていきたいと考えています。 

調査対象者は、住民基本台帳より 16歳以上の男女 4,200 人を無作為に抽出させていただきま

した。皆さまには、ご多忙のところ誠に恐れ入りますが、調査の趣旨をご理解いただき、是非ご回

答いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 お答えいただきました内容は、すべて統計的に処理し、調査の目的以外に使用することはありま

せん。調査用紙にも返信用封筒にもお名前を記入していただく必要はありませんので、率直なご回

答をお願い申し上げます。 

平成 1９年１月 

三 田 市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査に関するお問い合わせ 
三田市 都市整備部 都市計画課 都市景観係 
〒６６９-１５９５ 三田市三輪２丁目１番１号 Tel：0７９－５５９－５１１８ 

2-2-5 アンケート調査票 

 

お答えいただく方 ･･････ 宛名のご本人がお答え下さい。ご本人のご記入が難しい場には、ご家

族に代筆をお願いして下さい。 

回 答 方 法 ･･････ 調査用紙に直接ご記入下さい。各設問であてはまる番号を○で囲むか

具体的に記入して下さい。 

返 送 方 法 ･･････ 回答後、お名前を書かずに同封の返信用封筒でご返送下さい。切手は

いりません。 

締 め 切 り ･･････  1月 22日(月)までに郵便ポストへご投函下さい。 

お答えいただく際の留意点 
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■ あなた自身のことについておたずねします。 
 

問 1  あなたの年齢をお答え下さい。（○は１つ） 

10歳代   20歳代   30歳代   40歳代   50歳代   60歳代   70歳代以上 

 

問 2  あなたのお住まいの地域をお答え下さい。 

三田市（                 ） 例：三田市屋敷町   ※丁目は不要です 

 

問３  あなたが三田市にお住まいになってからの年数をお答え下さい。（○は１つ） 

５年未満   ５～10年未満   10～20年未満   20～30年未満   30年以上 

 

問４  あなたがお住まいの住居はどのような形態ですか。（○は１つ） 

 

問５  あなたが今、お住まいの地域の良さと思われるのは、どれですか。（○は３つまで） 

１．公共交通が便利である    ２．車の利用が便利である    ３．買い物が便利である 

４．災害に対する安全性が高い  ５．治安が良い         ６．自然、緑が多い 

７．公共施設が便利である         ８．地域のイメージ（地域のブランド）が良い 

９．近所づきあいが活発である      10．古くからの歴史がある 

11．街なみの調和がとれている      12．その他（             ） 
 

問６  あなたが今のお住まいに入居された際に、問 5で回答された地域の良さは、お住まいの選択

の要因になりましたか。（○は１つ） 

 

■ 三田市の景観についてお聞きします。 
 
問７  街なみや自然の風景について考えたことがありますか。（○は１つ） 

１．よく考える   ２．たまに考えることがある 

３．考えたことはほとんどない ４．全く考えたことがない 

 

問８  三田市の街なみや自然の風景について、全体的にどのように感じていますか。（○は１つ） 

１．良い ２．どちらかというと良い  ３．どちらとも言えない 

４．どちらかというと悪い ５．悪い 

 

三田市の景観に関するアンケート調査票 

１．一戸建・持家   ２．一戸建・賃貸   ３．集合住宅・持家   ４．集合住宅・賃貸 

５．社宅、寮     ６．その他（               ） 

１．選択の要因になった              ２．選択の要因にならなかった    

３．選択していない（ずっと今の住まいである など）    
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問９  あなたが大切にしたいと思う三田市の景観はどれですか？またそれは具体的にどこから見

た何ですか。（場所だけでも結構です）（○は 3つまで） 

１．山なみ等の緑豊かな自然の風景  

３．まちなかを川が流れている風景 

５．中高層住宅の建ち並ぶ街なみ 

７．商店街に店舗が並ぶ街なみ 

９．大型商業施設の集まった街なみ 

２．農地や集落などの田園の風景 

４．古くからの歴史を感じさせる街なみ 

６．緑豊かな住宅地の街なみ 

８．幹線道路沿いに店舗が並ぶ街なみ 

10．その他 

 

 

（例） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

問 1０  三田市の景観について日頃特に問題だと感じることは何ですか。またそれは具体的にどこ

ですか。（○は３つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

１．周辺と調和していない色の建物がある 

３．デザインの質の低い建物が多い 

５．歴史ある建物やなじみの建物が失われている 

７．農地やため池などが少なくなっている 

９．むき出しになった山肌がある 

11．社寺林の伐採が進んでいる 

13．山林の手入れが不足して荒れている 

15．特に問題だと感じない 

 

２．周辺と調和していない高さの建物がある 

４．大きい広告やけばけばしい色の広告が多い 

６．街並みに調和しない電柱、電線がある 

８．街路樹や生け垣など、身近な緑が少ない 

10．資材置き場が放置されている 

12．空き家や空き地、空き店舗が多く、荒れた感じがする

14．身近な緑の手入れが不足している 

16．その他 

 

場所 

 

 

 

 

 

 

番号 

（例）  

 ５ 

４  ウッディータウン 

   屋敷町 

  

  

  

から見た 

から見た 

から見た 

 有馬富士の山なみ  フラワータウン から見た 

 屋敷町の街なみ   から見た 

１ 

４ 

場所 どこから番号 
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問１１  三田市の良好な景観を守り育てていくために取り組む時の姿勢として、あなたの考えに 

最も近いものはどれですか。（○は１つ） 

 

問１２  景観づくりのために、行政が取り組んでいくこととして重要だと思うものはどれですか。

以下のそれぞれについてお答え下さい。（○はそれぞれの項目につき１つずつ） 

行政の取り組み 
特に重要で

ある 
重要である

あまり重要

ではない 

重要では 

ない 

建物や敷地などに関する 

指導や規制を行う 
１ ２ ３ ４ 

良好な景観づくりを目標とした 

公共施設、道路、公園をつくる 
１ ２ ３ ４ 

景観上重要な古い建物を 

買い取って保存し、活用する 
１ ２ ３ ４ 

景観づくりのための 

建物の改修に助成を行う 
１ ２ ３ ４ 

市民による活動に 

補助金などの助成を行う 
１ ２ ３ ４ 

アドバイザーや専門家の派遣などの 

景観づくりの取り組みを支援する 
１ ２ ３ ４ 

セミナーや講演会など市民が 

学習できる機会を提供する 
１ ２ ３ ４ 

良好な建物の整備や緑化などの 

優れた取り組みを表彰する 
１ ２ ３ ４ 

その他、重要と思われる 

取り組みがあればお書き下さい 

 

問１３  良好な景観を守るための一つの方法として、建物の高さやデザイン、植栽などに関するル

ールを定める方法があります。あなたのお住まいのご近所で具体的なルールを定めるとす

れば、どんなルールが重要だと思いますか。（○は３つまで） 

１． 敷地の使い方（建物の配置など）について定める 

２． 建物の高さや大きさについて定める 

３． 建物の色について定める 

４． 建物の素材やデザインについて定める 

５． 植栽の量や場所、植え方について定める 

６． 個人の意識や工夫に任せるべきであり、ルールを定めることは適当でない 

７． その他（                                  ） 

 

 １． 行政が主導して規制をかけていくことで守っていくべきである 

 ２． 行政と市民、事業者などが十分に話し合い、一緒に進めていくべきである 

 ３． 市民や事業者がそれぞれ独自に、景観づくりに取り組んでいけばよい 

 ４． 特別に景観づくりを行う必要はない 

 ５． よく分からない 

 ６． その他（                                   ） 
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問１４  良好な景観を守るための一つの方法として、看板や広告の場所やデザインなどに関するル

ールを定める方法があります。三田市内で具体的なルールを定めるとすれば、どんなルー

ルが重要だと思いますか。（○は３つまで） 

１． 看板や広告を設置できる場所、地域を定める 

２． 看板や広告を設置できる高さを定める 

３． 看板や広告の大きさや面積を定める 

４． 看板や広告の使用することのできる色を定める 

５． 看板や広告の使用することのできる表示方法（ネオン、液晶、LEDなど）を定める 

６． 事業者の意識や工夫に任せるべきであり、ルールを定めることは適当でない 

７． その他（                                ） 

 
問１５  以下の景観づくりのための取り組みについてあなたはどのように思われますか。（○はそ

れぞれの項目につき１つずつ） 

取り組み 

すでに 

取り組んで 

いる 

機会があれば 

取り組みたい

必要ない、 

特に関心がない 

家族や自分自身でできる景観づくりの取り組み 

（例）周辺の景観に配慮した自宅の建て替えや改修 
玄関先の緑化や生け垣の設置 
勉強会やセミナーへの参加 

１ ２ ３ 

グループや地域での景観づくりへの参加 

（例）緑化、花づくり活動への参加 
   地域の清掃活動 

１ ２ ３ 

景観づくりの活動への支援 

（例）活動団体や基金への寄付 
１ ２ ３ 

差し支え無ければ取り組まれている具体的な団体、地域のお名前をお書きください 

    

 

問１６ もし、あなたが住む地域を新たに選ぶとしたら、次のうち何を重視しますか。（○は３つま

で） 

１．公共交通が便利である    ２．車の利用が便利である    ３．買い物が便利である 

４．災害に対する安全性が高い  ５．治安が良い         ６．自然、緑が多い 

７．公共施設が便利である         ８．地域のイメージ（地域のブランド）が良い 

９．近所づきあいが活発である      10．古くからの歴史がある 

11．街なみの調和がとれている      12．その他（             ） 

 

■ 三田市の景観づくりに向けた取り組みについて、自由な意見をお聞かせください。 

 

 
 

ご協力ありがとうございました。 
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